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議案第２７号 

 

五所川原市学校給食に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

 

五所川原市学校給食に関する規則（令和６年五所川原市教育委員会規則第１号）の一部を

改正する規則を下記のとおり制定する。 

 

記 

 

１　改正理由 

物価高騰に伴う学校給食の米価の大幅な値上がりに対応するため、学校給食費の額を改

正する。 

 

２　改正概要 

（１）１食当たりの単価を次のとおり改正する。 

 

 

 

 

（２）改正案 

　　　別紙のとおり。 

 

（３）施行期日 

　　　令和７年１２月１日

 区分 改正前 改正後 増加額

 小学校 340 円 360 円 20 円

 中学校 380 円 400 円 20 円
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２
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２
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